
　

平
日
に
転
入
な
ど
の
異
動
手
続
き

が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
3
月

末
・
4
月
初
め
の
土
曜
・
日
曜
は
、

転
入
・
転
出
・
転
居
の
手
続
き
を
受

け
付
け
ま
す
。
住
所
を
異
動
す
る
場

合
な
ど
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
多
久
市
に
転
入
す
る
場
合

は
、
前
住
所
地
の
市
区
町
村
が
発
行

す
る「
転
出
証
明
書
」が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
転
入
お
よ
び
転
居
手
続
き

を
す
る
場
合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
更
新
手
続
き

が
必
要
で
す
の
で
、
持
参
し
て
く
だ

さ
い
（
暗
証
番
号
も
必
要
で
す
）。

■
開
庁
日
時

　

３
月
26
日
㈯
、
2７
日
㈰

　

４
月
２
日
㈯
、
３
日
㈰

　

※
９
時
～
１2
時

■
取
扱
業
務

○
転
入
・
転
出
・
転
居
手
続
き

○�

右
記
に
伴
う
国
民
年
金
や
国
民
健

康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
手
続
き

○�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
（
事
前
予
約
が
必
要
で
す
）

　

※�

市
役
所
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
サ

ポ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー
で
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す

■
注
意
事
項

○�

必
ず
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書

類
（
免
許
証
な
ど
）
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い

○�

本
人
や
世
帯
主
以
外
の
人
が
手
続

き
を
す
る
場
合
は
「
委
任
状
」
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

市
民
生
活
課 

窓
口
係
　
☎
75

−

6
1
1
6

３
月
末
・
４
月
初
め
は

土
曜
・
日
曜
も
開
庁
！

〜
転
入
転
出
な
ど
の
届
け
が
で
き
ま
す
〜
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お
知
ら
せ

種別 新規検査から13年
経過した車両の税額

三輪 　4，6００円

四輪以上

貨物
営業用 　4，５００円

自家用 　6，０００円

乗用
営業用 　8，２００円

自家用 1２，9００円

※�令和 4年度は、新規検査が平成２1年 3 月以前の車両が
対象です

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

税
務
課 

市
民
税
係
　
☎
75

−

2
1
2
6

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
の
名
義
変
更
・

廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に
！

　

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
、
農
耕
用
の
コ
ン
バ
イ
ン
や
ト

ラ
ク
タ
ー
な
ど
を
売
買
や
譲
渡
、
解
体
な
ど
で
手
放
し

た
あ
と
、
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
行
わ
れ
ま
し

た
か
？

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
4
月
1
日
現
在

の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
4
月
1
日
ま
で

に
手
続
き
を
し
な
い
と
引
き
続
き
使
用
中
と
み
な
さ

れ
、
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

車
種
に
よ
っ
て
、
手
続
き
先
な
ど
が
異
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
・
手
続
き
先
〉

　

○
原
付
・
農
耕
用
（
多
久
市
ナ
ン
バ
ー
）

　
　

市
役
所
1
階

　
　

税
務
課�

市
民
税
係　

☎
７５

−
2
1
2
６

　

○
軽
四
輪
・
軽
三
輪

　
　

軽
自
動
車
検
査
協
会　

佐
賀
事
務
所

　
　

☎
０
５
０

−

3
８
1
６

−

1
７
５
4

　

○
軽
二
輪
（
1
2
５
㏄
超
～
2
５
０
㏄
）

　
　

・
自
動
二
輪
（
2
５
０
㏄
超
～
）

　
　

九
州
運
輸
局　

佐
賀
運
輸
支
局

　
　

☎
０
５
０

−

５
５
4
０

−

2
０
８
2

多 久 市
か ら の
お知らせ軽自動車税
（種別割）の
重課税額をご存知
ですか？

　地球環境を保護することを目的に、新規検査か
ら13年を経過した、環境負荷の大きい三輪以上の
車両は、重課税額が適用されます。ただし、電気、
天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドお
よび被けん引車の各車両は対象外です。

問 税務課 市民税係　☎75−2126


